
一般社団法人泉青年会議所 

会員資格規程 

 

（目 的） 

第１条 本規程は、一般社団法人泉青年会議所（以下「本会議所」という。）定款第２章に基づ

き、会議所会員資格に関する事項を規定する。 

 

（入会申込み） 

第２条 入会申込みの資格は、原則として満２０歳以上、満３７歳を限度とする。但し、理事会

の承認を得た場合はこの限りではない。 

 ２  入会申込みは正会員２名の推薦を必要とする。 

   

（仮入会） 

第３条 理事長は、入会資格審査を会員拡大を担当する組織体に委託する。 

 ２  入会資格審査を委託された組織体は、入会資格についての調査結果を理事会に答申す

る。 

 ３  理事会は、答申に基づき審査し、仮入会の適否を決定する。 

 ４  仮会員になろうとする者は、その承認時の理事会に出席することを要する。 

 ５  仮会員は、仮入会後、次の行事に出席義務を有する。 

（１）仮会員セミナー 

（２）例会及び理事会の認めた公式行事 

（３）正式入会時の理事会 

 ６  仮会員は、仮入会の月から６ヶ月以内に正式入会に至らなければ、その資格を失う。 

   

 

（正式入会） 

第４条 会員拡大を担当する組織体は、仮会員期間後に本人の正式入会の希望を確認の上、公式

行事の出席状況等を資料として提出し、理事会により正式入会の可否を決定する。 

 ２  正式入会を認められた正会員は、理事長より会員章が与えられる。 

 ３  正式入会を認められた正会員は、当該年度の会費を月割り（入会月を含み、１０，００

０円未満は繰り捨てて計算する）した上で、１ヶ月以内に納入しなければならない。 

 

 

（推薦者） 



第５条 正会員の推薦者資格は次の通りとする。 

（１）当該年度入会者以外の者 

（２）被推薦者に対して前条第３項に定める１ヶ月間の義務履行の連帯保証をできる者 

 

 

（入会金及び会費） 

第６条 正会員になろうとする者は、入会金として金１０，０００円を納入しなければならない。 

 ２  正会員は、会費として年額１３０，０００円を納入しなければならない。但し、第４条

第３項に定めるものを除く。 

 ３  特別会員になろうとする者は、入会金として金２０，０００円を納入しなければならな

い。 

 ４  賛助会員になろうとする者は、１口、金１０，０００円を年額１口以上納入しなければ

ならない。 

 ５  正会員としての会費は４０歳に達する事業年度までとする。 

 

（会費の納入） 

第７条 前条第２項に定める年会費は毎年１月末日迄に納入しなければならない。但し、会費を

１月末日までに納入できない場合は理事長へ申し出を行い、協議の上、納入方法を決定する。 

 ２  前項の申し出は、会費の納入期限までに行わなければならない。 

 ３  理事長は納入期限が過ぎても申し出がない会員に対して、１ヶ月間の調査期間を経て

督促状を発送しなければならない。 

 ４  事業年度内に当該年度の会費が納入されない場合は、本会議所定款第１２条第６号に

基づき、会員を失うこととする。 

 

（会費の支払猶予） 

第８条 理事会は、大規模災害及びそれに類する事態（以下「大規模災害等」とする。）が発生

した場合、正会員に対して、１年間に限り会費の支払いを猶予することができる。但し、猶予す

ることができるのは、前年度までの会費を全額納入済みの者に限る。 

 ２ 前項に基づき支払いを猶予することができる金額は理事会が定める。 

 ３ 第１項に基づき支払いを猶予された会費の納入については第７条を準用する。 

 ４ 第１項の会費の支払猶予を求める正会員は、猶予を求める届出を専務理事に提出する。 

 ５ 前項の正会員は、経済的損失が発生したことを示す資料等理事会の求める資料を提出し

なければならない。 

 

 

（休 会） 



第９条 病気その他の理由により長期欠席を余儀なくされるときは、休会届けを提出し、理事会

の承認を得て休会することができる。 

 ２  休会中の会費は半額とし、他の会員と同じ納入期限内に収めなければならない。 

 

（休会、退会勧告） 

第１０条 理事会は、下記各号に該当する正会員に対し、休会もしくは退会を勧告することがで

きる。 

（１）本会議所の名誉を毀損し、又は本会議所の目的遂行に反する行為をしたとき。 

（２）本会議所の秩序を著しく乱す行為をしたとき。 

（３）年間を通して、例会及び理事会が認めた公式行事の出席率が著しく低い場合。 

２ 理事会は、前項により正会員に対して休会もしくは退会勧告を行おうとするときは、当該会

員に理事会の１週間前までに、理由を付して休会もしくは退会勧告をする旨の通知をし、勧告を

行う理事会において、弁明する機会を与えなければならない。 

３ 休会もしくは退会勧告がなされたときには、当該会員に対し通知するものとする。 

 

   

（細 則） 

第１１条 本規程の施行に関する細則は、理事会の決議を以って定める。 

          

附  則 

 １  本規程は平成２５年７月１日より施行する。（平成２５年６月１２日理事会決議） 

 ２  本規程は平成２７年１０月１日より施行する。（平成２７年９月１７日総会決議） 

 ３  本規程は平成２９年９月２２日より施行する。（平成２９年９月２２日総会決議） 

４  本規程は令和２年９月１８日より施行する。（令和２年９月１８日総会決議） 

 

 

 

 

 

 

 


